
 

有期雇用法制の問題点と今後の対応 
報告者：種本良彦（静岡県評労働相談センター所長、 

            ローカルユニオン静岡執行委員長） 

※連絡先：〒422-8062  静岡市駿河区稲川 2-2-1 コハラサウスサイドビル７Ｆ
      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

参加費 無料 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                  

     

と き： 7 月20 日（金） １８：30～20：30 

これからの企画 

◆中間総会＆記念講演 

・日時  8 月 11 日（土） 

     13:00～17：00 

・会場…静岡労政会館 

記念講演：中村和雄氏 

（前京都市長選候補者、

弁護士） 

 「非正規雇用の現状と課題 

－有期、パート、派遣の 

あるべき規制について」 

 

◆第 80 回定例研究会  
・日時  9 月 21 日（金） 

     18:30～20：30 

・会場…県評会議室 

【問題だらけの有期労働契約の改訂】 
 

 有期労働契約のあり方が、変えられようとしています。政

府は「労働契約法の一部を改正する法律案」を国会で成立させ

ようとしています。もともとこの法案は、非正規労働者が安心

して働くことができることを目的としながら、その内容は現状

よりも、さらに不安定で悪化した状態になることが予想される

ものとなっています。 

 「５年間も有期雇用で働かないと、無期雇用である正社員へ

の転換申し込み権が発生しない」「クーリング期間を設けるこ

とにより、５年に達する寸前で雇用期間をリセットすることが

できる」「有期雇用はあくまでも例外的な働き方という立場で

の入口規制は見送り」「たとえ正社員に転換されたとしても、

賃金等の労働条件は従来と同じ」など、とても労働者が安心で

きる内容ではありません。 

 現状の労働契約法の内容と、今回改訂させられようとしてい

る有期労働契約の問題点、そして、この法案が、もし成立した

場合の労働者側の対応の仕方について、長年、労働相談に取り

組んで来られた種本氏に報告をして頂きます。 

会場：静岡県評会議室 


